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１ 報告の経緯について 
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ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの提供の開始 

○ ＮＴＴ東西は、平成２７年２月より、光回線の卸売サービス（サービス卸）の提供を開始。 
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○ 開始にあたり、ＮＴＴ東西は、保障契約約款を変更し「別段の合意により締結する「光コラボレーションモデルに関する契約」

におけるＩＰ通信網サービスに係る料金その他の提供条件は、各ＩＰ通信網契約者に対して同一のもの」とする旨を追記。 









２ ＮＴＴ東西における光回線の卸売サービス 
     の提供状況について 
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○ 総務省において、ＮＴＴ東西からの報告内容等を確認するとともに、卸先事業者からサービス卸提供の状況を聴取したところ、

現時点においては、サービス卸の提供において、競争阻害的な行為や不当な差別的取扱い等に該当する行為は直ちに確認さ

れなかった。 

ＮＴＴ東西におけるガイドラインを踏まえた対応 ① 

○ サービス卸ガイドラインを踏まえた対応について、ＮＴＴ東西より、「競争阻害的な料金の設定等」や「提供手続・期間に係る不

当な差別的取扱い」等の電気通信事業法上問題となり得る行為に該当する事実はないことを報告。 

○ また、行政指導で求めている日本電信電話株式会社等に係る累次の公正競争要件及び利用者利益の確保（※１）や卸先事業

者に対するサービス卸ガイドラインの周知等（※２）についても、行政指導に反する行為に該当する事実はないことを報告。 

※２ ＮＴＴ東西に対して、全ての卸先事業者に対して、サービス卸ガイドラインに定める電気通信事業法上問題となり得る行為及び消費者保護の充実等の観点から

望ましい行為（特に「卸先事業者においては契約関係のある全ての卸先契約代理業者に対し、本ガイドラインの周知を定期的に行うとともに、その遵守を担保する

ための措置を講じること」の部分）を参照すべきことを明示して、周知することを求めている。 

※１ 日本電信電話株式会社等に係る累次の公正競争要件及び利用者利益の確保については、以下の①～③のとおり。 

      ① 公正有効競争条件（平成４年４月郵政省・日本電信電話株式会社公表）抜粋 

      ：「ＮＴＴから新会社への社員の移行は、「転籍」により行うこととし、出向形態による人事交流は行わないこととする」  

    ② 日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針（平成９年郵政省告示第６６４号）抜粋 

            ：「地域会社と長距離会社との間において在籍出向は行わないこと」  

      ③ 情報通信審議会答申（平成２６年１２月１８日情通審第４７号）抜粋 

             ：「利用者利益を確保する観点から、サービス卸を提供する場合でも、利用者からの求めがある場合には、少なくとも当分の間はフレッツ光サービスやＩＰ電話 

      サービス等を自ら利用者に提供することが期待される」  
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３ 光回線の卸売サービスに係る市場動向 
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○ 本年２月の行政指導に基づき、ＮＴＴ東西からは、４半期ごとの①卸契約数の総数、②卸契約数の都道

府県別の分計、③卸先事業者の数及び名称、④卸契約数の上位１０位までの卸先業者別の卸契約数に

ついて、本年９月末までの報告を受けている。 

 

○ また、電気通信事業報告規則に基づき、該当する電気通信事業者から、４半期ごとのＦＴＴＨアクセス

サービスやＣＡＴＶアクセスサービスの契約数等について、本年９月末までの報告を受けている。 

 

○ 今般、「光回線の卸売サービスに係る市場動向」については、総務省においてＮＴＴ東西からの報告内容

をベースとして、電気通信事業報告規則に基づく報告内容等も加味した形で整理したもの。 

光回線の卸売サービスに係る市場動向について 



サービス卸の卸契約数 

● サービス卸の卸契約数は、NTT東西合計で235万（2015年９月末）。 

● NTT東西の別では、NTT西日本に比べ、NTT東日本が提供する卸契約数の方が大きく、全契約数の約70％を占めている。 

● 新規の契約数も徐々に増えているものの、全契約数の約87％は転用※によるものとなっている。 

新規・転用別 卸契約数 

※転用：「フレッツ光」を利用中のユーザーが電話番号等を変更することなく卸先事業者の提供するサービスに切り替えること 

出所：NTT東西報告及びNTT決算資料 （注） 数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計の数値等が一致しない場合がある。 
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固定系ブロードバンドサービスの契約数 
● 固定系ブロードバンドサービス（※）の契約数は3,739万（前期比＋0.4％）と増加傾向を維持している（2015年９月末）。 

● FTTHの契約数は2,729万（前期比＋0.9％）に増加し、固定系ブロードバンド契約数全体の73.0％（前期比＋0.4ポイント）。 

● FTTHの契約数全体におけるサービス卸の卸契約数の割合は8.6％。NTT東西の別では、NTT東日本が11.8％、NTT西日
本が5.3％となっている。 

出所：NTT決算資料及び電気通信事業報告規則に基づく報告 

（※）FTTHアクセスサービス、DSLアクセスサービス、CATVアクセスサービス及びFWAアクセスサービスの合計 

ＦＴＴＨにおける卸契約数比率（NTT東西別） 

ＮＴＴ西日本 

ＮＴＴ東日本 
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固定系ブロードバンドサービスの純増減数 
● DSLは毎四半期で約1６万程度の純減が継続している一方、FTTH及びCATVインターネットは純増を維持している。 

● 直近の四半期（2015年７月～９月）では、FTTH・CATVインターネットともに純増数が減少している。 

出所：電気通信事業報告規則に基づく報告 
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サービス卸の卸契約数（都道府県別） 

出所：NTT東西報告及び電気通信事業報告規則に基づく報告 

● 都道府県別の卸契約数は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び北海道が10万契約を超えており、NTT東日本の
卸契約数を押し上げていることがうかがえる。 

● 西日本においては、大阪府及び愛知県の卸契約数が大きいものの、全体として低い水準に留まっている。 

● 都道府県別のFTTHの契約数におけるサービス卸の卸契約数の割合は、東日本地域においては全ての県で10％を超
えている一方、西日本地域では概ね５％程度となっている。 
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固定系ブロードバンドサービスの純増減数（都道府県別） 

出所：電気通信事業報告規則に基づく報告 

● 全ての都道府県において、ＤＳＬが減少しているものの、ＦＴＴＨが増加している（対前期比）。 

● CATVインターネットは19の県で減少しているものの、東京都及び神奈川県においてはＣＡＴＶインターネットの純増数
がＦＴＴＨの純増数を上回っている。 
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（参考） 固定系ブロードバンドサービスの契約数内訳（都道府県別）  

● 都道府県別の固定系ブロードバンドサービスの契約数内訳は、全ての都道府県でＦＴＴＨが60％以上であり、19府県に
おいては、FTTHが80％を超えている（2015年９月末）。 

出所：電気通信事業報告規則に基づく報告 
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ＦＴＴＨの契約数における事業者シェア 

● ＦＴＴＨ全体の契約数は増加している中、ＮＴＴ東西のシェアは69.7％（前期比▲0.3ポイント）と減少傾向が続いている
（2015年９月末）。 

● KDDIのシェアは12.7％（前期比＋0.1ポイント）で増加傾向を維持し、電力系事業者のシェアは8.9％（前期比＋0.1ポイ
ント）とほぼ横ばいで推移している。 

出所：電気通信事業報告規則に基づく報告 
（注１） KDDIのシェアには、KDDI、沖縄セルラー、J:COMグループ及びCTCが含まれる。  
（注２） 電力系事業者のシェアには、ケイ・オプティコム、九州通信ネットワーク、ファミリーネット・ジャパン、STNet及びエネルギア・コミュニケーションズが含まれる。 
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サービス卸の卸先事業者数 

● 卸先事業者数は、NTT東西の両者から卸電気通信役務の提供を受けている事業者の重複を排除した場合では208者。
重複を排除しない単純合算の場合では321者（2015年9月末）。 

● 卸先事業者の半数以上（113者）が、NTT東西の両者から卸電気通信役務の提供を受けている。 

● NTT東西の別では、概ね同数程度の事業者数で推移している。 

出所：NTT東西報告及び各社ＨＰ資料 

（参考）事業者の分類（主な業種による分類） 

   ●MNO         ：   ２者 
   ●CATV事業者    ： 36者 
   ●ISP・MVNO事業者  ：139者 
   ●その他事業者    ： 31者 
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（参考） 卸先事業者一覧 

● 卸先事業者（重複排除）の208者のうち、NTT東西の両者から卸電気通信役務の提供を受けている事業者は113者、
NTT東日本のみの事業者は39者、NTT西日本のみの事業者は56者。 

NTT東西（113者） 

（注） 非公開となっている事業者については 
  事業者名を掲載していないため、記載の 
  事業者名の合計と事業者数は一致しない。 

出所：NTT東西報告 

D.U-NET株式会社 

ITX株式会社 

NDS株式会社 

NECネクサソリューションズ株式会社 

アトラスデザインワークス株式会社 

アライドテレシス株式会社 

アルテリア・ネットワークス株式会社 

エキサイト株式会社 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

サクサ株式会社 

ジェットインターネット株式会社 

ジャパンケーブルキャスト株式会社 

スターティア株式会社 

スターネット株式会社 

ソネットビジネスアソシエイツ株式会社 

ソネット株式会社 

ソフトバンク株式会社 

ナカヨ電子サービス株式会社 

ニフティ株式会社 

ビッグローブ株式会社 

フィード株式会社 

メディアウェイブシステムズ株式会社 

メディアサプライ・インターナショナル株式会社 

ユニアデックス株式会社 

ラディックス株式会社 

リコージャパン株式会社 

レカム株式会社 

沖電気工業株式会社 

株式会社DEX 

株式会社Ｇ．Ｉ．Ｎ 

株式会社Hi-Bit 

株式会社IIJグローバルソリューションズ 

株式会社ＩＭＳ 

株式会社NEXT BB 

株式会社No.1 

株式会社NTTドコモ 

株式会社NTTぷらら 

株式会社T-MEDIAホールディングス 

株式会社TOKAIコミュニケーションズ 

株式会社U-NEXT 

株式会社YoutH 

株式会社アーツネットウェーブ 

株式会社アイエフネット 

株式会社アイキューブ・マーケティング 

株式会社アイティフォー 

株式会社アシストソリューションズ 

株式会社アステック 

株式会社アルバス 

株式会社イーエムアイ 

株式会社イージェ―ワークス 

株式会社インターネットイニシアティブ 

株式会社インテック 

株式会社エディオン 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ 

株式会社エフティコミュニケーションズ 

株式会社エム・エム・ピー・ジー総研 

株式会社オフィス24 

株式会社グローバルネットコア 

株式会社ケンベアー 

株式会社コアラ 

株式会社コペル 

株式会社サンロフト 

株式会社ジェイシーエス 

株式会社ジェネス 

株式会社シグナル 

株式会社スーパーリージョナル 

株式会社スピーディア 

株式会社セキュリティエージェント 

株式会社つうけんアドバンスシステムズ 

株式会社ティーガイア 

株式会社テレ・マーカー 

株式会社テレコメディア 

株式会社トップ 

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 

株式会社ネスク 

株式会社ノーバス 

株式会社ハイホー 

株式会社ピーシーデポコーポレーション 

株式会社ヒト・コミュニケーションズ 

株式会社フォーバルテレコム 

株式会社フォトロン 

株式会社フローラウトジャパン 

株式会社ベネフィットジャパン 

株式会社ホワイトサポート 

株式会社ミツウロコ 

株式会社みらい町内会 

株式会社ラネット 

株式会社ルーク 

株式会社大塚商会 

株式会社朝日ネット 

株式会社電算システム 

株式会社東名 

株式会社日立システムズ 
株式会社富士通システムズアプリケーション
＆サポート 

株式会社明伸通信 

丸紅テレコム株式会社 

綜合警備保障株式会社 

東芝テックソリューションサービス株式会社 

東日本チェスコム株式会社 

那須インフォネット株式会社 

日本メディアシステム株式会社 

日本電気株式会社 

富士通株式会社 
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卸契約数におけるNTTグループのシェア 

出所：NTT東西報告 

● 卸契約数全体におけるNTTグループのシェアは減少傾向にあるものの、NTT東西ともに40％以上で推移している。 

ＮＴＴ東西全体 ＮＴＴ東日本 

ＮＴＴ西日本 

（注） 「卸契約数の総数」及び「卸契約数の上位10位までの卸先事業者別の卸契約数」に基づいて 
  作成しているため、 「その他」に分類される事業者においても「NTTグループ」に該当する事業者は存在する。 
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卸契約数における事業者形態別シェア 

出所：NTT東西報告 

（注） 「卸契約数の総数」及び「卸契約数の上位10位までの卸先事業者別の卸契約数」に基づいて 
  作成しているため、 「その他」に分類される事業者においてもISPに該当する事業者は存在する。 

● 卸契約数における事業者形態別シェアは、MNO及びISPを合わせ90％以上で推移している。 

● 直近の四半期（2015年７月～9月）では、MNOのシェアが増加に転じ、NTT東西全体でみると過半を超えている。 

● NTT東西の別では、NTT東日本はISPのシェアも高く、ＭＮＯとともに40％以上で推移し、NTT西日本はMNOのシェア
が高く60％以上で推移している。 

ＮＴＴ東西全体 ＮＴＴ東日本 

ＮＴＴ西日本 

29 





（参考） 移動系通信の契約数及び事業者シェア 

移動系通信の契約数における事業者別シェアの推移（グループ別） 

● 移動系通信の契約数は1億5,945万（グループ内取引調整後※ 前期比＋0.8％）と増加傾向を維持している（2015年９月末）。 

● ＮＴＴドコモのシェアは増加傾向、ソフトバンクグループのシェアは減少傾向にある。 

※ グループ会社内で携帯電話（LTE等）やＢＷＡの２つ通信サービス等を組み合わせて、一台の携帯電話端末にて提供する場合は、その契約を一契約とみなす。 

（注１） ＫＤＤＩグループのシェアには、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー及びＵＱコミュニケーションズが含まれる。 
（注２） ソフトバンクグループのシェアには、ソフトバンク及びWireless City Planningが含まれる。 出所：電気通信事業報告規則に基づく報告 

契約数の推移 
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（参考） ISP（固定系）の契約数及び事業者シェア 

出所：電気通信事業報告規則に基づく報告 

契約数の推移 事業者別シェアの推移 

● ＩＳＰ（固定系）の契約数は4,076万（前期比＋0.5％）と増加傾向を維持している（2015年９月末）。 

● ＫＤＤＩ系及びソフトバンク系のシェアは増加傾向を維持し、ＮＴＴ系及びベンダー系のシェアは減少傾向にある。 

（注１） NTT系のシェアには、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、NTTぷらら、 NTTドコモ等が含まれる。 
（注２） KDDI系のシェアには、KDDI、中部テレコミュニケーション、J:COMグループ等が含まれる。 
（注３） ソフトバンク系のシェアには、旧ソフトバンクBB、旧ワイモバイル等が含まれる。 
（注４） ベンダー系のシェアには、ビッグローブ、ソネット、ニフティ等が含まれる。  
（注５） 電力系のシェアには、ケイ・オプティコム、STNet、九州通信ネットワーク等が含まれる。 
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再卸先事業者一覧 

出所：NTT東西HP 

● 卸先事業者においては、ＮＴＴ東西から提供を受けたＦＴＴＨアクセスサービスを別の事業者に対して「再卸」を実施し
ている事業者も存在（NTT東日本：延べ23者、NTT西日本：延べ７者）。 

NTT東日本 NTT西日本 

卸先事業者 再卸先事業者 

株式会社ラネット 株式会社インターネットイニシアティブ 

ジャパンケーブルキャスト株式会社 
株式会社上野原ブロードバンドコミュニケー

ションズ 

NECネクサソリューションズ株式会社 ＮＥＣエンジニアリング株式会社 

ビッグローブ株式会社 NECプラットフォームズ株式会社 

丸紅テレコム株式会社 株式会社ガルフネット 

丸紅テレコム株式会社 群馬インターネット株式会社 

フリービット株式会社 株式会社サンライズシステム 

NECネクサソリューションズ株式会社 株式会社静岡情報処理センター 

株式会社ティーガイア 株式会社データ・ウェーブ 

株式会社ジェイシーエス 電脳株式会社 

株式会社つうけんアドバンスシステムズ 株式会社TOSYS 

東芝テックソリューションサービス株式会社 東芝テック株式会社 

有限会社アーク未来研究所 株式会社東総コンピューターシステム 

株式会社ティーガイア 株式会社トラスト 

株式会社つうけんアドバンスシステムズ 日本コムシス株式会社 

株式会社ジェイシーエス 株式会社ファースト 

富士通株式会社 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 

富士通株式会社 株式会社富士通マーケティング  

有限会社アーク未来研究所 房総インターネット株式会社 

株式会社ミツウロコ 北海道ミツウロコ株式会社 

株式会社ミツウロコ 陸奥高圧ガス株式会社 

株式会社U-NEXT 株式会社USEN  

株式会社ティーガイア 株式会社レバラント 

卸先事業者 再卸先事業者 

株式会社ラネット 株式会社インターネットイニシアティブ 

ビッグローブ株式会社 NECプラットフォームズ株式会社 

株式会社ジェイシーエス 電脳株式会社 

東芝テックソリューションサービス株式会社 東芝テック株式会社 

株式会社つうけんアドバンスシステムズ 株式会社ＴＯＳＹＳ 

株式会社つうけんアドバンスシステムズ 日本コムシス株式会社 

株式会社ジェイシーエス 株式会社ファースト 

（2015年12月１日現在） （2015年12月２日現在） 

（注） 公開を希望しない事業者についてはNTT東西HP上で事業者名を掲載していないため、
全ての再卸先事業者を記載しているわけではない。   
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４ 今後の対応について 
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○  総務省においては、引き続き、ＮＴＴ東西のサービス卸ガイドライン等を踏まえた対応状況、サービス卸の提供条件等

の公平性、適正性の確保状況、固定系ブロードバンド市場（ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ、ＡＤＳＬ）及び隣接市場（モバイル、ＩＳＰ）の動

向把握に努めるとともに、サービス卸の提供による公正競争環境や固定系ブロードバンド市場と隣接市場との間におけ

る影響についても注視していく。 

今後の対応について 

○  なお、来年５月に予定されている電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２６号）の施行後は、同

法に基づき、事後届出の内容の整理・公表を行うことが求められているところ、今回の報告と同様に、サービス卸の提供

に係る透明性を確保する観点から、サービス卸に係る市場動向の分析等と併せて、審議会への報告を実施することを予

定している。 

○ また、サービス卸の提供が進む中、卸先事業者よりサービス提供に関する意見や要望が寄せられたことを踏まえ、ＮＴ

Ｔ東西と卸先事業者との間の理解の醸成や懸念の解消等を図るため、事業者間協議を促進する。 

   引き続き、卸先事業者におけるサービス提供状況について注視し、公正競争の確保等に支障が生じる場合には、迅速

に所要の対応に取り組んでいく。 
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○  その際に、ＦＴＴＨ市場については、公正な競争の促進、設備利用効率の向上、設備投資インセンティブへの配慮など

の観点から、接続料とサービス卸の料金水準やＦＴＴＨ市場における「自己設置」「接続」「卸役務」の競争状況に関する検

証も実施していく。 


